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（一財）福井県剣道連盟段位審査申込方法等変更について 

 

 福井県剣道連盟（以下 本連盟）は、本連盟会員の段位審査申込等手続きの簡略化並

びに各地区剣道連盟（（以下 各地区）と県剣道連盟の負担軽減をするために、五段以下

の申し込み手続き等の変更を行う。 

 また、今後、本連盟会員以外は、日本剣道形講習会受講ならびに段位審査会受審はで

きないこととする。 

 

１ 日本剣道形講習会（以下 講習会）受講について 

（１） 講習会申込について 

講習会の受講希望者は、本連盟の「ゆうちょ銀行口座」に既定の受講料を振り

込み、その後、本連盟ホームページの「日本剣道形講習会申込フォーム」から受

講申し込みを行う。受講申込締切後、本連盟事務局は、各地区事務局に各地区受

講者名簿を送付する。各地区は、受講者の把握をする。 

（２） 講習会の欠席者の取り扱いについて 

欠席および返金報告受付については、別に定める。 

＊ 本連盟「ゆうちょ銀行口座」ならびに本連盟ホームページ「日本剣道形講

習会申込フォーム」については、別記する。 

 

２ 段位審査会受審ついて 

（１） 段位審査会受審申込 

段位審査会受審希望者は、本連盟の「ゆうちょ銀行口座」に既定の受審料を振

り込み、その後、本連盟ホームページの「段位審査会申込フォーム」から段位審

査申し込みを行う。 

受審申込締切後、本連盟事務局は、各地区事務局に各地区受審申込者名簿を送

付する。各地区は、受審申込者が各地区会員であるか、また推薦できる会員であ

るのかを確認し、本連盟事務局に推薦の報告をする。 

本連盟は、各地区連盟から推薦の報告のあった会員を段位審査会受審者とす

る。 

＊本連盟「ゆうちょ銀行口座」ならびに本連盟ホームページ「段位審査会申込フ 

ォーム」については、別記する。 

 

３ 段位の合格に伴う登録料・武道振興費について 

（１） 段位の登録料・武道振興費の納入 



合格者は、登録料等納入締切日までに、本連盟の「ゆうちょ銀行口座」に既定の

登録料等を振り込む。納入完了者は合格者として公益財団法人全日本剣道連盟

（以下 全剣連）に申請する。 

 締め切り日までに登録料等の納入が確認できない会員については、全剣連に

合格者として申請しない。納入が確認された会員は、次の審査会合格者とともに

全剣連に申請する。 

（２） 段位証書の配付 

段位証書は、本連盟事務局から各地区事務局に送付する。各地区事務局は、合格

者に段位証書を配付する。 

＊本連盟「ゆうちょ銀行口座」については、別記する。 

 


